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諮問庁：国税庁長官 

諮問日：令和４年６月１４日（令和４年（行個）諮問第５１３４号） 

答申日：令和５年２月１６日（令和４年度（行個）答申第５２０２号） 

事件名：本人の健康管理カードに貼付された付せんの記載内容に関する文書の

一部開示決定に関する件（保有個人情報の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書に記録された保有個人情報（以下「本件請求保有

個人情報」という。）の開示請求につき，別紙の２に掲げる各文書（以下

「本件文書」という。）に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有

個人情報」という。）を特定し，一部開示した決定については，別紙の３

に掲げる文書に記録された保有個人情報を対象として，改めて開示決定等

をすべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，令和４年１月２１日付

け特定記号１９により特定国税局長（以下「処分庁」という。）が行った

一部開示決定（以下「原処分」という。）について，保有個人情報の追加

特定を求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである（なお，意見書については省略す

る。）。 

私は産業医の指示によりエゴグラムやバウムテストなどの検査を受け，

その受診結果を示す書類を特定税務署担当副署長に提出しており，特定税

務署健康管理責任者（筆頭副署長）を通じて特定国税局診療所に提出され

ているものと考えています。 

しかし，今回受けた開示文書には検査結果を示す書類がなかったため。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

本件審査請求は，法１２条に基づく開示請求に関し，処分庁が行った原

処分について，開示されていない文書があるとして当該文書の開示を求め

るものである。 

２ 本件開示請求の対象文書について 
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  処分庁は，別紙の１に掲げる保有個人情報（本件請求保有個人情報）を

求める開示請求に対し，本件文書に記録された保有個人情報（本件対象保

有個人情報）を特定し，原処分を行った。 

  審査請求人は，産業医の指示によりエゴグラムやバウムテストなどの検

査を受け，別紙の３に掲げる検査結果を示す書類（以下「検査結果文書」

という。）を，当時審査請求人が所属していた特定税務署の担当副署長に

提出しており，その後，当該副署長から特定国税局診療所に提出されてい

るはずであるが，原処分において開示された文書には検査結果文書がなか

ったとして，本件審査請求を行った。 

  審査請求人は，検査結果文書の開示を求めていることから，以下，原処

分に係る保有個人情報の特定の妥当性について検討する。 

３ 本件対象保有個人情報の特定の妥当性について 

  諮問庁から処分庁に対し，本件対象保有個人情報を特定した経緯につい

て確認したところ，次のとおりであった。 

（１）本件開示請求に係る「付せん」の貼付の経緯について 

   本件開示請求に係る「付せん」（以下「本件付せん」という。）は，

特定国税局診療所職員が審査請求人との面談日程を設定した旨を精神科

医師に伝達するために貼り付けたものである。 

   当時の特定国税局診療所職員に本件付せんを貼り付けた経緯について

確認したところ，付せんを貼り付けた正確な日付は不明であるが，審査

請求人と特定国税局の医師との面談日が特定日１に決定したことを受け，

事前に医師に面談予定を伝達するに当たり，審査請求人の過去の面談状

況や署から提供された情報から，特定の不調がある職員である旨を簡潔

に伝えることを目的に，特定日１の面談実施よりも前に貼り付けられた

ものである。 

   なお，本件付せんに記載された文言（特定文言）について，「特定記

号」とは，健康管理要領上の指導区分における疾患区分を示しており，

具体的には，特定疾患で継続的に管理を要する場合をいう。 

（２）検査結果文書の作成の経緯について 

   医師は，審査請求人と特定日１の面談に至る過程において，３度の面

談を実施（特定日２，特定日３，特定日４）しているが，審査請求人の

特性・性格を明らかにする必要があると判断し，特定日３の面談終了後

に，審査請求人の主治医である特定病院の医師に電話連絡し，検査を実

施するよう依頼した。 

   特定病院の主治医は，上記依頼を受け，特定日５，特定病院内におい

て審査請求人の診察を行った際に，バウムテスト及びエゴグラムを実施

し，検査結果文書を同日審査請求人に交付した。 

（３）検査結果文書の提出・保管状況について 
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   審査請求人は，特定日６に担当副署長と面談し，その際，検査結果文

書を持参したが，「医師に提出（提示）するか，まだ迷っている。」旨

を申し立て，担当副署長には提出しなかった。 

   その後，審査請求人は，特定日１に精神科医師と面談を行い，その際，

検査結果文書の写しを提出した。 

   なお，検査結果文書の写しは，面談終了後に特定国税局診療所職員が

面談で使用した病休者等の状況表とともに個人別のフラットファイルに

保管した。 

（４）本件対象保有個人情報の特定について 

   処分庁は，別紙の１に掲げる保有個人情報（本件請求保有個人情報）

を求める開示請求に対して，本件付せんは，上記（１）のとおり審査請

求人の過去の面談状況や署から提供された情報から，特定の不調がある

職員である旨を医師に簡潔に伝えることを目的として作成されているこ

とから，審査請求人との過去の面談状況を記録した「診療録」や面談を

受ける際に署から情報提供された文書である「病休者等の状況表」を特

定し，本件対象保有個人情報として開示を行った。 

   検査結果文書の写しについては，本件付せんが貼付された後の医師と

の面談時に審査請求人から取得したものであり，また，上記のとおり本

件付せんは医師に簡潔に伝えることを目的として作成されていることか

ら，別紙の１に掲げる文書に記録された保有個人情報（本件請求保有個

人情報）には該当しないものと判断した。 

（５）審査請求人の主張について 

   審査請求人は，検査結果文書を特定税務署の担当副署長に提出してお

り，担当副署長を通じて特定国税局診療所に提出されているはずである

から，検査結果文書が本件付せんを貼り付けるに至った根拠となる文書

である旨主張する。 

   しかしながら，上記（１）ないし（３）のとおり，本件付せんは特定

国税局診療所職員が特定日１の面談実施よりも前に貼り付けたものであ

るところ，検査結果文書の写しは，特定日１の面談時に審査請求人が持

参し，処分庁はその際に取得したものであり，また本件付せんは医師に

簡潔に伝えることを目的として作成されているため，処分庁の説明に不

自然，不合理な点はないことから，本件付せんを貼り付けるに至った根

拠となる文書には該当せず，本件請求保有個人情報に該当しない。 

４ 結論 

以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求につき，本件対象保

有個人情報を特定し開示した決定については，特定国税局において，本件

対象保有個人情報のほかに開示請求の対象として特定すべき保有個人情報

を保有しているとは認められないため，本件対象保有個人情報を特定した
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原処分は妥当であると判断する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和４年６月１４日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年７月２２日    審査請求人から意見書を収受 

④ 令和５年１月１９日  審議 

⑤ 同年２月９日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求保有個人情報の開示を求めるものであり，処

分庁は本件対象保有個人情報を特定し，一部開示する原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，検査結果文書に記録された保有個人情報の

追加特定を求めているところ，諮問庁は，原処分を妥当であるとしている

ことから，以下，本件対象保有個人情報の特定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の特定の妥当性について 

（１）当審査会において，諮問書に添付された保有個人情報開示請求書を確

認したところ，「開示を請求する保有個人情報」欄には，別紙の１のと

おり記載されており，審査請求人は「診療所が審査請求人を特定管理す

るに至った経緯が分かる一切の文書」及び「本件付せんを貼付するに至

った根拠となる文書」に記録された保有個人情報を求めるものであるこ

とが認められる。 

（２）審査請求人は，上記第２の２において，産業医の指示により受けた検

査結果を，当時の所属税務署の健康管理責任者を通じて特定国税局診療

所に提出しており，これら検査結果文書に記録された保有個人情報につ

いても開示すべきである旨主張する。 

これに対し，諮問庁は，上記第３の３において，審査請求人が追加特

定を主張する検査結果文書の写しに記録された保有個人情報を保有して

いるものの，これらは本件付せんを貼り付けた後に保有したものであり，

本件付せんを貼り付けるに至った根拠となる文書には該当しないから，

本件請求保有個人情報には該当しない旨説明する。 

 （３）当審査会において，諮問書に添付された原処分で審査請求人に開示済

みの診療録を確認したところ，審査請求人が検査結果文書の写しを提出

した日は明らかではないものの，特定国税局診療所の医師が審査請求人

の主治医に対して検査結果文書に係る検査を依頼する旨の記載があるこ

とからすると，検査結果文書に係る検査は，特定国税局診療所の医師の

判断により行われたものであることが認められる。 

（４）上記（３）からすれば，検査結果文書の写しは，特定国税局診療所の
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医師が審査請求人を特定管理すべきかどうか判断するために審査請求人

から提出を受けた文書であると認められ，特定国税局における検査結果

文書の写しの保有が本件付せんの貼付後であったとしても，審査請求人

が開示を求める「診療所が審査請求人を特定管理するに至った経緯が分

かる一切の文書」に該当するものと認められる。 

また，上記第３の３（３）の諮問庁の説明によれば，処分庁が，本件

開示請求時点で検査結果文書の写しを保有していたことは明らかである。 

（５）そうすると，特定国税局は，本件請求保有個人情報として，検査結果

文書の写しに記録された保有個人情報を保有していると認められるので，

これを対象として改めて開示決定等をすべきである。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求につき，本件対象保

有個人情報を特定し，一部開示した決定については，特定国税局において，

本件対象保有個人情報の外に開示請求の対象として特定すべき保有個人情

報として検査結果文書の写しに記録された保有個人情報を保有していると

認められるので，これを特定し，改めて開示決定等をすべきであると判断

した。 

（第４部会） 

委員 小林昭彦，委員 白井玲子，委員 常岡孝好 
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別紙 

 

１ 本件請求保有個人情報 

  別添「私の健康管理カードに貼付されている付せんの記載内容（特定文

言）に関して，診療所が私を特定管理するに至った経緯が分かる一切の文書

及び「特定文言」と診療所職員が付せんを貼付するに至った根拠となる文書 

 

２ 本件文書 

  文書１ 病休者等の状況表（①基本情報），（②指導区分の履歴等），

（④経過等（特定期間１）） 

  文書２ 診療録（特定期間２） 

 

３ 検査結果文書 

（１）ＴＥＧエゴグラムプロフィール（特定日５） 

（２）エゴグラム（特定日５） 

（３）木の絵 

（４）バウムテスト ＨＴＰＰ 風景構成法 


